
№
契約
年月日

契約
方法

契約業者名
および所在地

事業の名称
及び場所

種
別

契約期間
予定価格
(円)

契約金額
(円)

根拠条項
随意契約
とした理由

株式会社G-Place東京支社
ごみ分別アプリ等賃貸
借契約

自　R8.4.1

東京都中央区日本橋浜町3-26
浜町京都ビル３F

山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

（株）BIOISM
廃棄物収集車両運行管
理システム賃貸借契約

自　R8.4.1

大分県大分市日吉町13-6 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

㈱ディー・エス・ケイ 財務会計システム 自　R8.4.1

柏市若柴字入谷津1-195 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

JFE環境サービス株式会社
令和８年度ごみ処理施設運転管
理業務 自　R8.4.1

神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

三栄メンテナンス株式会社 施設管理業務 自　R8.4.1

芝山町香山新田45-4 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.20

シカデン株式会社東関東支店
令和８年度ごみ焼却施
設中央制御盤保守業務

自　R8.4.1

茨城県神栖市神栖3丁目6番35号 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

新日本電工株式会社
令和８年度焼却灰資源
化処理業務

自　R8.4.2

東京都中央区八重洲1丁目4番16号 新日本電工株式会社 至　R9.3.31

公益財団法人印旛・柏文化財センター
ごみ処理施設建設に伴
う埋蔵文化財調査

自　契約締結日の翌日

佐倉市春路1-1-4 山武市松尾町金尾1127-1外 至　R9.3.31

さんぶ清掃協同組合
山武・芝山・横芝地域一般廃棄物
収集運搬業務委託 自　R8.4.1

山武市蓮沼ロ-2774 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31

（株）五十嵐商会
光地域一般廃棄物収集
運搬業務委託

自　R8.4.1

横芝光町木戸9242-3 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.31
37,065,600

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

埋蔵文化財の調査は特殊な技術、手法を用い
る必要があり、経験、知識を特に必要とし、作業
現場の状況等に精通したものと契約する必要が
あるため。

業務を安定的、継続的に遂行できる人員や車両を有
し、緊急時には即時に対応することが求められるので、
当組合の収集区域内で、業務に必要な車両及び人員
を保有する業者に限定されるため

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

業務を安定的、継続的に遂行できる人員や車両を有
し、緊急時には即時に対応することが求められるので、
当組合の収集区域内で、業務に必要な車両及び人員
を保有する業者に限定されるため

令和元年度に導入した財務会計システム
専用ソフトの使用料であるため。

管理区域内で点検・清掃業務を実施しする必要
があり、本組合の施設構造を熟知している者で
本業務の委託実績がある者と契約する必要があ
るため。

97,746,000

8 R8.4.1
随意
契約

委
託

34,148,40034,149,280

56,951,664

3 R8.3.16
随意
契約

委
託

1,948,320 1,948,320

6,624,943

4 R8.3.25
随意
契約

R8.4.1
随意
契約

委
託

7

97,746,0009

10 R8.4.1
随意
契約

委
託

37,065,600

委
託

300,960,000300,960,000
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

56,951,664
固化前の飛灰を長期間貯留した場合の流出の危険性を鑑み、年
間を通して継続的かつ安定的に搬出が可能であり、資源化にお
いては需要の安定しないセメント化ではなく、電気溶融による溶融
メタルの回収に実績のある者の選定が必要である。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

R8.4.1
随意
契約

委
託

当該システムのソフトウェアおよび運用環境等へ
の保守対応は、当該システムの導入・構築業者
でしか対応できないため。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

6 R8.4.1
随意
契約

委
託

2,521,2002,521,200

3,867,600

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

5 R8.3.27
随意
契約

委
託

6,599,634

管理不備は重大事故や環境・住民への悪影響を招く恐れがある
ため、高度な技術力、設備への精通、豊富な実務経験、施設の熟
知が不可欠であるため、プラント設計メーカとの契約が必要であ
る。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

中央制御盤は、絶えず変化する各種流体の圧力、温度等を監視
し、状況に応じて各機器を制御している独自のシステムとなってお
り、消耗部品の供給をはじめ、修理や調整等に特殊性を要求され
るため、競争入札には適さない。

2 R8.3.5
随意
契約

委
託

3,867,600
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

令和８年度　契約内容の公表（随意契約）

1 R8.3.5
随意
契約

委
託

1,940,400
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

当該システムのソフトウェアおよび運用環境等へ
の保守対応は、当該システムの導入・構築業者
でしか対応できないため。

1,940,400
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種
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根拠条項
随意契約
とした理由

水ingエンジニアリング株式会社　首都圏支店
令和8年度砂ろ過槽・活性炭吸着塔コン
トロールユニット更新・増設工事 自　R8.4.15

東京都港区東新橋1丁目9番2号 山武郡市環境衛生組合 至　R9.3.26

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

本更新工事は、浸出水処理施設内の主要機器
であり、既存の設備との互換性や更新後の試験
調整は施設全体での実施になるため、メーカー
独自の専門知識と技術が必要であるため

12

11 R8.4.14
随意
契約

委
託

15,620,000 15,620,000
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